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つがる西北五広域連合病院企業職員の給与の種類及び基準 

に関する条例 
 

平成２４年 ３ 月２７日 

条  例  第 １３ 号 

改正 平成２４年 ９ 月 ３ 日 

条  例   第 １９ 号 

改正 平成２５年 ３ 月２６日 

条  例   第 ２ 号 

改正 平成２５年１１月２９日 

条  例   第 ７ 号 

改正 平成２６年 ４ 月 １ 日 

条  例   第 ３ 号 

改正 平成２７年 ４ 月 １ 日 

条  例   第 ５ 号 

改正 平成２８年１２月２２日 

条  例   第 ８ 号 

（趣旨） 

第１条 この条例は、地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号。以下「法」という。）第３８条第

４項の規定に基づき、つがる西北五広域連合病院企業職員（以下「企業職員」という。）の給与の種

類及び基準を定めるものとする。 

（給与の種類） 

第２条 企業職員で常時勤務を要するもの及び地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第２８条の

５第１項に規定する短時間勤務の職を占める職員（以下「職員」という。）の給与の種類は、給料及

び手当とする。 

２ 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、手当を除いた全額とする。 

３ 手当の種類は、扶養手当、通勤手当、住居手当、単身赴任手当、期末手当、勤勉手当、特定任期付

職員業務手当、地域手当、寒冷地手当、時間外勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、宿日直手当、

管理職手当、管理職員特別勤務手当及び特殊勤務手当とする。 

    （平成２８条例８一部改正） 

（給料表） 

第３条 給料については、職員の職務の種類に応じ、必要な種類の給料表を設けるものとする。 

２ 給料表の給料額は、職務の級及び当該職務の級ごとの号給を設けて定めるものとする。 

３ 給料表の種類、給料表に定める職務の級及び号給の数並びに各職務の級における最低の号給の給料

額及び号給間の給料額の差額は、法第３８条第２項及び第３項の規定の趣旨に従って定めなければな

らない。 

（給料の調整額） 

第４条 病院事業の管理者（以下「管理者」という。）は、給料表の給料額が、職務の複雑、困難若し

くは責任の度又は勤務の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤務条件が同じ職務の級に属する他の職

に比して著しく特殊な職に対し適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき給料表の給料額につ

き適正な調整額表を定めることができる。 

（扶養手当） 
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第５条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。 

２ 扶養手当の支給については、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けて

いるものを扶養親族とする。 

（１）配偶者（届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。） 

（２）２２歳に達する日以後の最初の３月３１日までの間にある子 

（３）２２歳に達する日以後の最初の３月３１日までの間にある孫 

（４）６０歳以上の父母及び祖父母 

（５）２２歳に達する日以後の最初の３月３１日までの間にある弟妹 

（６）重度心身障害者 

    （平成２８条例８一部改正） 

（通勤手当） 

第６条 通勤手当は、次に掲げる職員に対して支給する。 

（１）通勤のため交通機関又は有料の道路（以下「交通機関等」という。）を利用して、その運賃又は

料金（以下「運賃等」という。）を負担することを常例とする職員（交通機関等を利用しなければ

通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により

通勤するものとした場合の通勤距離が片道２キロメートル未満であるもの及び第３号に掲げる職

員を除く。） 

（２）通勤のため自動車その他の交通の用具で管理者が定めるもの（以下「自動車等」という。）を使

用することを常例とする職員（自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以

外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道

２キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。） 

（３）通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例と

する職員（交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である

職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤

するものとした場合の通勤距離が片道２キロメートル未満であるものを除く。） 

（住居手当） 

第７条 住居手当は、次に掲げる職員に対して支給する。 

（１）自ら居住するため住宅（貸間を含む。次号において同じ。）を借り受け、家賃（使用料を含む。

以下同じ。）を支払っている職員（つがる西北五広域連合病院事業公舎の管理及び貸与に関する規

程（平成２４年つがる西北五広域連合病院事業管理規程第２１号。以下「公舎規程」という。）第

２条に規定する公舎に住居する職員及び管理者が定める職員を除き、再任用職員にあっては第８条

の規定により単身赴任手当を支給されている職員に限る。） 

（２）次条の規定により単身赴任手当を支給される職員（再任用職員を除く。）で、配偶者が居住する

ための住宅（公舎規程第２条に規定する公舎に入居する職員及び管理者が定める住宅を除く。）を

借り受け、家賃を支払っているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認められるものとし

て管理者が定めるもの 

（単身赴任手当） 

第８条 単身赴任手当は、勤務場所を異にする異動又は在勤する勤務場所の移転に伴い、住居を移転し、

父母の疾病その他の管理者が定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することと

なった職員で、当該異動又は勤務場所の移転の直前の住居から当該異動又は勤務場所の移転の直後に

在勤する勤務場所に通勤することが通勤距離等を考慮して管理者が定める基準に照らして困難であ

ると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員に対して支給する。ただし、配偶
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者の住居から在勤する勤務場所に通勤することが、通勤距離等を考慮して管理者が定める基準に照ら

して困難であると認められない場合は、この限りでない。 

２ 前項に規定する者のほか、管理者が定める者であった者から引き続き職員となり、これに伴い、住

居を移転し、父母の疾病その他の管理者が定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別

居することとなった職員で、職員となる直前の住居から職員となった直後に在勤する勤務場所に通勤

することが通勤距離等を考慮して管理者が定める基準に照らして困難であると認められるもののう

ち、単身で生活することを常況とする職員（任用の事情等を考慮して管理者が定める職員に限る。）

その他同項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものと

して管理者が定める職員には、同項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。 

（期末手当） 

第９条 職員には、６月及び１２月にその者の在職期間に応じ、かつ企業の経営状況を考慮して期末手

当を支給することができる。 

（勤勉手当） 

第１０条 職員には、６月及び１２月にその者の勤務成績に応じ、かつ企業の経営状況を考慮して勤勉

手当を支給することができる。 

 （特定任期付職員業績手当） 

第１０条の２ 特定任期付職員業績手当は、特定任期付職員（つがる西北五広域連合一般職の任期付職

員の採用等に関する条例（平成２８年つがる西北五広域連合条例第７号）第４条第１項に規定する特

定任期付職員をいう。以下同じ。）のうち、特に顕著な業績を挙げたと認められる職員に対して支給

する。    （平成２８条例８追加） 

（地域手当） 

第１１条 地域手当は、当分の間、医師又は歯科医師である職員に支給する。 

（寒冷地手当） 

第１２条 寒冷地手当は、毎年１１月から翌年３月までの各月の初日において在職し、寒冷地に勤務す

る職員に対して支給する。 

（時間外勤務手当） 

第１３条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時

間に対して、時間外勤務手当を支給する。 

（夜間勤務手当） 

第１４条 正規の勤務時間として午後１０時から翌日の午前５時までの間に勤務することを命ぜられ

た職員には、その間の勤務した全時間に対して夜間勤務手当を支給する。 

（休日勤務手当） 

第１５条 職員には、正規の勤務日が休日等（国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）

に規定する休日（以下「祝日法による休日」という。）及び年末年始の休日（１２月２９日から翌年

の１月３日までの日をいい、祝日法による休日を除く。）をいい、代休日を指定されて、当該休日に

割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日をいう。以下同

じ。）にあたっても、正規の給与を支給する。 

２ 休日勤務手当は、休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して、当

該勤務した全時間について支給する。 

（宿日直手当） 

第１６条 職員が宿直又は日直を命ぜられて勤務したときは、宿日直手当を支給する。 

２ 前項の勤務は、第１３条、第１４条及び前条第２項の勤務には含まれないものとする。 
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（管理職手当） 

第１７条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち、その特殊性に基づき管理者が指

定するものについて支給する。 

 （管理職員特別勤務手当） 

第１８条 前条の規定に基づき管理職手当を支給される職員又は特定任期付職員が、次の各号のいずれ

かに該当する場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。 

（１）臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により週休日又は祝日法による休日等（次号にお

いて「週休日等」という。）に勤務した場合 

（２）災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前０時から午前５時まで

の間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合 

    （平成２７条例５・平成２８条例８一部改正） 

（特殊勤務手当） 

第１９条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の特殊な勤務で、給与上

特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないものに従事した職員に

対して支給する。 

（給与の減額） 

第２０条 職員が勤務しないときは、時間外勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間

又は休日等である場合、休暇による場合その他その勤務しないことについて管理者の承認があった場

合を除くほか、その勤務しない時間１時間につき、勤務１時間当たりの給与額を減額して給与を支給

する。 

２ 職員が部分休業（当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため１日の勤務時

間の一部を勤務しないことをいう。）又は介護休暇（当該職員が配偶者、父母、子、配偶者の父母そ

の他管理者が指定する者で負傷、疾病又は老齢により管理者が指定する期間にわたり日常生活を営む

のに支障があるものの介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇

をいう。）の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらずその勤務しない１時間につ

き、勤務１時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。 

（休職者の給与） 

第２１条 職員が休職にされたときは、管理者の定めるところにより給与を支給することができる。 

（専従休職者の給与） 

第２２条 地方公営企業等の労働関係に関する法律（昭和２７年法律第２８９号）第６条第１項ただし

書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。 

（育児休業の承認を受けた職員の給与） 

第２３条 地方公務員の育児休業等に関する法律（平成３年法律第１１０号）第２条第１項の承認を受

けた職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当及び勤勉

手当については、この限りでない。 

 （自己啓発休業の承認を受けた職員の給与） 

第２４条 地方公務員法第２６条の５第１項の承認を受けた職員には、自己啓発休業をしている期間に

ついては、給与を支給しない。ただし、期末手当及び勤勉手当については、この限りでない。 

 （時間外勤務手当等の支給制限） 

第２５条 第１３条、第１４条及び第１５条の規定は、第１７条に規定する職にある職員には適用しな

い。 

 （派遣職員の手当の特例） 
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第２６条 地方自治法（昭和２２年法律第２６１号）第２９２条において準用する同法第２５２条の１

７の規定により、つがる西北五広域連合に他の地方公共団体から派遣された職員で企業職員の身分を

有することとなるもの（以下「派遣職員」という。）の給与については、この条例の規定を適用する。 

２ 前項の規定にかかわらず、派遣職員の扶養手当、通勤手当、住居手当、期末手当、勤勉手当、寒冷

地手当、管理職手当及び管理職員特別勤務手当の支給については、その者が派遣元の地方公共団体の

職員として在職した場合に適用される当該地方公共団体の規定を適用する。 

（特定の職員についての適用除外） 

第２７条 第５条及び第１２条の規定は、地方公務員法第２８条の４第１項、第２８条の５第１項又は

第２８条の６第１項若しくは第２項の規定により採用された職員には適用しない。 

    （平成２７条例５一部改正） 

２ 第５条、第７条、第１０条、第１３条から第１５条まで並びに第１７条及び第１８条の規定は、特

定任期付き職員には適用しない。 

    （平成２８条例８追加） 

（非常勤職員の給与） 

第２８条 企業職員で職員以外のものについては、職員の給与との権衡を考慮し、予算の範囲内で給与

を支給する。 

 （委任） 

第２９条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成２４年４月１日から施行する。 

 （手当の特例） 

２ この条例の施行の日からつがる西北五広域連合病院事業の設置等に関する条例（平成２２年つがる

西北五広域連合条例第４号。以下「設置等条例」という。）第１条第２項に規定するつがる総合病院

が開院するまでの間、次の表の左欄に掲げる設置等条例第１条第３項に規定する病院、診療所に平成

２５年３月３１日以前から勤務する医師及び歯科医師に対する手当の支給については、第５条から第

１９条までの規定にかかわらず、次の表の右欄に掲げる手当を支給する。  

 

名  称 支給する手当 

つがる西北五広域連合 

かなぎ病院 

 解散前の公立金木病院組合に勤務する職員に適用される公立金木

病院組合職員の給与に関する条例（昭和３３年公立金木病院組合条例

第４号。以下「金木病院給与条例」という。）の規定により支給され

る特殊勤務手当、管理職員特別勤務手当及び管理職手当 

つがる西北五広域連合 

鰺ヶ沢病院 

 鰺ヶ沢町病院事業の設置等に関する条例を廃止する条例（平成２３

年鰺ヶ沢町条例第２３号。以下「鰺ヶ沢町病院廃止条例」という。）

による改正前の鰺ヶ沢町一般職の職員の給与に関する条例（昭和４１

年条例第１号）の規定により支給される単身赴任手当、管理職員特別

勤務手当、管理職手当、初任給調整手当及び派遣手当並びに鰺ヶ沢町

病院廃止条例による改正前の鰺ヶ沢町職員の特殊勤務手当に関する

条例（昭和４０年鰺ヶ沢町条例２４号）の規定により支給される特殊

勤務手当 
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つがる西北五広域連合 

つがる市民診療所 

 つがる市国民健康保険直営病院事業の設置等に関する条例を廃止

する条例（平成２４年つがる市条例第１６号。以下「つがる市病院廃

止条例」という。）による改正前のつがる市職員の給与に関する条例

（平成１７年条例第４３号）の規定により支給される管理職手当、単

身赴任手当及び管理職員特別勤務手当並びにつがる市病院廃止条例

の規定による廃止前のつがる市病院事業職員の特殊勤務手当に関す

る支給条例（平成１７年つがる市条例第１４０号）の規定により支給

される特殊勤務手当 

つがる西北五広域連合 

鶴田診療所 

 鶴田町病院事業の設置等に関する条例を廃止する条例（平成２３年

鶴田町条例第１７号。以下「鶴田町病院廃止条例」という。）の規定

による改正前の鶴田町職員の給与に関する条例（昭和３０年鶴田町条

例８号）の規定により支給される管理職手当、単身赴任手当、地域手

当及び管理職員特別勤務手当並びに鶴田町病院廃止条例の規定によ

る改正前の鶴田町職員の特殊勤務手当に関する条例（昭和３０年鶴田

町条例第１９号）の規定により支給される特殊勤務手当 

    （平成２４条例１９・平成２５条例２・平成２５条例７・一部改正） 

 （調整額の特例） 

３ この条例の施行の日から設置等条例第１条第２項に規定するつがる総合病院が開院するまでの間、

設置等条例第１条第３項に規定するつがる西北五広域連合かなぎ病院に勤務する医師に対しては、第

４条の規定にかかわらず、金木病院給与条例の規定により支給される給料の調整額を支給する。 

附 則（平成２４年条例第１９号） 

 この条例は、平成２４年１０月１日から施行する。 

附 則（平成２５年条例第２号） 

 この条例は、平成２５年４月１日から施行する。 

   附 則（平成２５年条例第７号） 

 （施行期日） 

 この条例は、平成２６年３月１日から施行する。ただし、第２条の規定は、同年４月１日から施行す

る。 

 （つがる総合病院開院後の手当に関する激変緩和措置） 

４ 平成２６年３月３１日において附則第２項の規定の適用を受ける、つがる西北五広域連合かなぎ病

院副院長の職にある者であって、同年４月１日に引き続きかなぎ病院にとどまるもの（次項において

「激変緩和措置対象者」という。）については、第１７条の規定にかかわらず、平成２６年４月１日

から平成３０年３月３１日までの間に限り、金木病院給与条例の規定により支給されていた管理職手

当の額から第１７条の規定により支給される管理職手当の額を差し引いて得た額に、管理者が別に定

める割合を乗じて得た額を第１７条に規定する管理職手当に加えて支給する。 

５ 激変緩和措置対象者については、平成２６年４月１日から平成３１年３月３１日まで（以下「激変

緩和措置期間」という。）の間に限り、附則第２項の規定により支給されていた特殊勤務手当のうち、

管理者が別に定める特殊勤務手当については、第１９条の規定にかかわらず、当該特殊勤務手当の額

に、管理者が別に定める割合を乗じて得た額を支給する。 

６ 平成２６年２月２８日において附則第２項の規定の適用を受ける、つがる西北五広域連合つがる成

人病センター副院長の職にある者であって、同年４月１日につがる市民診療所に在職するものについ

ては、激変緩和措置期間に限り、附則第２項の規定により支給されていた特殊勤務手当のうち、管理
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者が別に定める特殊勤務手当については、第１９条の規定にかかわらず、当該特殊勤務手当の額に、

管理者が別に定める割合を乗じて得た額を支給する。 

７ 前２項の規定の適用を受ける者については、激変緩和措置期間に限り、第１９条に規定する特殊勤

務手当のうち、管理者が別に定める特殊勤務手当は支給しない。 

   附 則（平成２６年条例第３号） 

  この条例は、平成２６年４月１日から施行する。 

   附 則（平成２７年条例第５号） 

  この条例は、平成２７年４月１日から施行する。 

   附 則（平成２８年条例第７号） 

  この条例は、平成２９年４月１日から施行する。 


